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高齢福祉課長 

午後２時００分 開会 

 まだお一人いらっしゃっていないんですけれども、定刻とな

りましたので、始めさせていただきます。 

 高齢福祉課長です。よろしくお願いします。 

 本日は足下のお悪い中、お集まりいただきありがとうござい

ます。また、日頃より地域包括支援センターの運営につきまし

て多大なご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 高齢者の地域課題につきましては、この協議会でもいろいろ

と検討されているところでありますけれども、なかなかすぐに

解決するということが難しい部分が多いと思います。 

また、それぞれの包括支援センターでもそれぞれ地域特有の

課題というか、そういったものをやっぱりそれぞれ抱えていら

っしゃると思いますので、ただ、こういう協議会の場をうまく

活用していただいて、他の方の意見を伺いながら違った視点

で、そういった意見を踏まえて検討するということも大事だと

思いますので、協議会をそういった場として活用していただけ

ればと思います。 

 また、来年度、高齢者福祉介護計画の策定の年にもなってお

りますので、例年以上に皆様のご協力が必要となってきますの

で、引き続きご協力をよろしくお願いします。 

 私のほうからは以上になります。 

 引き続き、会長、よろしくお願いします。 

 

会長  今日も大変盛りだくさんでございますので、早速進めてまい

りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 成立要件の確認でございます。９人の委員の方のうち8名出席

でございますので、本運営協議会は成立をいたしております。 

 次第の２番へ進みます。議事録の確認でございます。事務局

からご説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料１、議事録の確認でございますが、本日、事務局からの

修正はございません。よろしくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございます。 

 早速進めようと思ったんですが、冒頭、一言だけお話をさせ
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ていただきたいと思います。 

 地域ケア会議が先般行われまして、地域ケア会議とこの地域

包括支援センターの運営協議会、しっかり連携して課題解決の

抽出から解決に向けての推進、また政策形成へと、そうした流

れを作っていこうという取組が行われております。一言だけ地

域ケア会議について情報共有をしておきたいと思いますが、内

容につきましては、ちょっと時間差ではありますけれども、ま

た改めて書面にてご報告いたします。 

 テーマ別検討というのがございまして、これはまさに地域課

題の中からこのテーマを検討していこうということをやるわけ

なんですが、４月から６月は身寄りのない人をテーマに検討し

ていこうと、こういうことになっております。そして、関連す

る会議体なんですが、今まで16だったのが一つ増えて17になり

ましたよとか、非常に積極的にいろいろ推進されているところ

でございます。 

 また、この地域課題の抽出については、振り分け会議という

のを設置して行っていきますというような合意もできておりま

す。この振り分け会議は、地域包括支援センターですとか福祉

相談センターのセンター長さんの会議の中に設けるんだという

ことになっております。これで地域支援のネットワーク、循環

図どおりに会議が機能していくというところを目指してまいり

ますので、その中の一つとしてこの運営協議会も機能していき

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、次第の３番へ移ってよろしいですかね。議事録の

ことはよろしいですよね。 

 ３番、報告事項に参ります。（１）ケアマネジャーのパンフ

レット製作についてです。これも事務局からご説明お願いしま

す。 

 

事務局  ケアマネジャーのパンフレット製作についてご報告いたしま

す。 

 ケアマネジャー不足が懸念されておりまして、人材確保を目

的としたケアマネジャー業務を明確にしたパンフレットの製作

が必要ではないかと、この運営協議会でも議論していただいた



3 

ところ、不足を解消するためのパンフレットというよりも、市

民、関係者の皆様にケアマネ業務をしっかりと周知していくと

いう意味も含めたパンフレット製作も有効ではないかというご

意見をいただきました。市内ケアマネジャーにパンフレット製

作について呼びかけましたところ、８事業所から11名の方に手

を挙げていただきました。１事業所３名ぐらい手を挙げていた

だいたところもありましたが、人数があまり多いと、まとまら

なくなりますので、８事業所から１名ずつと、４か所の地域包

括支援センターと、高齢福祉課、介護保険課と、来年度からパ

ンフレット製作に取りかかることにいたしました。 

 第１回目製作部会が４月19日に開催予定です。次年度の介護

保険サービスのしおりに盛り込めるよう目指していきたいと思

っております。 

 本日ご出席のケアマネジャー代表の委員からもご発言願いま

す。 

 

Ａ委員  こんにちは。すみません、手を挙げさせていて、内容はまだ

これから吟味ということになるので、この場でお話ししたダー

クな部分と表向きの部分をうまく分けまして、ここから皆さ

ん、市民の方により分かりやすくと、あと、できれば各事業所

さん、ケアマネジャー以外にもヘルパーとかデイサービスとか

ですね、そういった皆さんが、より、ケアマネジャーの立ち位

置とか業務が分かりやすいものができたらいいなと思っており

ますので、頑張っていきます。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  委員、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それと、地域包括支援センター、福祉相談センターの市民周

知を進めるということで、来年度、明星大学デザイン部の学生

とコラボすることが決まりました。地域包括支援センター、福

祉相談センターのロゴマークを作ってほしいとお願いをしてい

ます。ロゴマークができましたら、それを使った周知のポスタ

ーも一緒にお願いしていきたいと考えております。 

 作成に当たりまして、センター長の皆様にもご協力いただき

ながら進めていく可能性がありますので、どうぞよろしくお願
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いいたします。 

 事務局からは以上になります。 

 

会長  ありがとうございます。ご報告をいただきましたが、何か委

員の皆様からご質問などございましたら。 

 よろしゅうございますかね。後で思いついたら、また言って

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次へ進んでまいります。３の（２）第３の金銭管

理支援についてでございます。事務局からご説明お願いしま

す。 

 

事務局  続きまして、第３の金銭管理支援についてご説明いたしま

す。資料２をご用意ください。 

こちらにつきましては、当協議会で「地域ケア会議報告書」

をご提示したところ、ケアマネジャーが金銭管理を行っている

ことについて、検討する必要があるとご意見をいただきまして

た。ちょうど厚生労働省も「持続可能な権利擁護支援モデル事

業」という取組がありましたので、立川市としても取組ができ

るかどうか、検討を始めたところです。本日は、厚生労働省の

取組についてご報告をいたします。 

 資料２ページをお開きください。「第二期基本計画における

基本的考え方」とありますが、こちらは以前、ご説明いたしま

した「成年後見制度利用促進計画、国の計画の第二期計画」が

始まっておりまして、その中で、左側、「成年後見制度の見直

し」に向けた検討が行われました。その結果、右側の「総合的

な権利擁護支援策の充実」ということが導かれていまして、２

つ目の「新たな連携による生活支援・意思決定支援の検討」が

「第3の金銭管理支援」はこちらに該当するところでございま

す。 

市町村の関与の下で市民後見人養成研修修了者等による意思

決定支援によって、適切な生活支援等サービスが確保される方

策等の検討というふうな形になっているものでございます。 

 具体的には、３ページ目の下の段、②です。簡易な金銭管理

等を通じ、地域生活における意思決定支援を支援する取組とい

うことで、このようなスキームを厚生労働省のほうで考えたと
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ころでございます。 

こちらが持続可能な権利擁護支援モデル事業のテーマになっ

ておりまして、この②のテーマに沿って、立川市もモデル事業

に参加したいと考えているところです。このモデル事業に参加

するために、予算計上が必要なため、現在、令和６年度予算に

計上できるかどうか、それまでの間にこのモデル事業に参加で

きるだけの立川市版のスキームが確立できるかどうかというこ

とを検討を始めたところでございます。 

 次に、５ページ目をご覧ください。ちょっと印刷が薄くなっ

ておりますが、５ページ目の②のところに、長野市、豊田市、

八尾市ということで６市挙がっていると思いますけれども、令

和４年度、全国でこのモデル事業に参加している市町村がこの

６市になります。ぜひ、権利擁護に強い立川市ということで自

負しているところですので、令和６年度にはこちらに名前を連

ねたいということで頑張っているところです。 

 次に、６ページ目です。具体的なスキームをご説明いたしま

す。 

一番上に「市町村」、こちらが立川市、立川市が「監督・支

援団体」に委託をする、そして、実際に金銭管理を行うのは、

左側の「日常的金銭管理サービス」、こちらに介護保険サービ

ス事業者、信用金庫、生活協同組合等があげられています。 

従来は、例えば成年後見制度であれば、この区市町村のとこ

ろが国、そして監督・支援団体のところが裁判所、日常的金銭

管理サービスのところが後見人等ということになります。今

後、労働人口が減っていく中で専門職も減っていくであろうと

いうことが見込まれておりますので、これを地域の力をもって

何とか権利擁護、持続可能な権利擁護支援を確立していくとい

う取組になっています。 

 介護保険サービス事業所と本人が金銭管理を行うということ

に、横領や不正、関係性の濫用を防止するという意味で、右側

にあります意思決定サポーターによる社会生活上の意思決定支

援ということで、こちらの三者で日常的な金銭管理を行ってい

く、それを成年後見、権利擁護、金銭管理に精通した専門職の

団体とか、社会福祉協議会などの福祉関係団体が監督・支援を

していくというような仕組みになっています。 
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 この基本的なモデルの形がありますので、これを立川市バー

ジョンに当て込んで、監督・支援団体はどこが担ってくれるの

か、実際に金銭的管理サービスを行ってくれる事業所はどこな

のか、意思決定サポーターは誰にお願いできるのかということ

を一つ一つ今、検討しているような状況になっています。 

 まだまだ検討段階ですので、引き続き、検討内容については

ご報告いたします。本日はここまでの報告ということにさせて

いただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

会長  ありがとうございます。今日はご報告までということでござ

いますけれども、権利擁護については、副会長が専門でいらっ

しゃるので、何かコメントがあれば。 

 

Ｂ委員  そうですね、先ほどの資料ですと２ページの左側をちょっと

見ていただければと思いますが、成年後見制度の見直しの議論

ですね、本当にやっているということで、ただ、これは多分、

時間、民法で基本法をいじらなければいけないので、多分五、

六年ぐらい先に改正ということになるかもしれないけれども、

今までだと、一度ついたらもうずっと利用しなければいけない

とか、というところがあったんですけれども、ここに有期と書

いてありますね、更新、要するに期間限定、課題が解決すれば

終わってしまうという制度にしようと、もっと使いやすいもの

にしようという方向性になって、となってくると、今ほかの権

利擁護支援、金銭管理のシステムって結局、社会福祉協会がや

っている日常生活自立支援事業ということで、社協さんも日夜

大変なご苦労をされているというところで、そちらだけで対応

できなくなるだろうということになりまして、それで今こうい

う、国のほうでモデル事業ということで進めているということ

です。 

 立川市はこれまでも結構、この分野に限らないですけれど

も、地域包括に関しても厚労省からも視察に来るぐらい先駆的

な取組をしているところなので、わたし的にはやっぱり立川市

がこのモデル事業に首を突っ込まないのはどうかなと思ってい

て、ぜひこの、モデル事業なので、うまくいくか、いかないか
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というところなので、そこで出てくる課題ですね、それをま

た、多分こういう制度は多かれ少なかれ、新しい制度を作らな

ければいけないと思うので、そのときに非常に役に立つという

ところもあるので、ぜひモデル事業を実施してもらえればと思

います。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。大変、今お話ありましたように、先

駆的な強みを生かした、将来を見据えた、非常に攻めの取組

で、非常に頼もしく思いましたし、立川バージョンなんていう

お話もありました、立川モデルとして非常に期待が持てるんじ

ゃないかと思いますけれども、どうでしょうか、立川市役所と

しても、これをぜひ強みにしていけるように。これはご担当は

保健医療担当部長ですかね、何かコメントをいただければと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

 

事務局  モデル事業ということですので、立川の取組が全国にどう広

がって、そこでの試行的な設計が制度をどう動かしていくかと

いうところになると思います。まずは我々の立川市の強み、そ

れから、これまで取り組んできた地域の特性、これをぜひあぶ

り出した上で、立川モデル、その名のとおりですね、そういっ

たものを作っていきたいと考えております。 

 ですので、地域包括全体の取組の一部かもしれませんが、こ

れが現在の地域包括を取り巻く地域課題の解決策の一つにつな

がるというふうに考えておりますので、ぜひ市としては全面的

に進めていきたいと思いますので、皆様ご協力をよろしくお願

いします。ありがとうございます。 

  

会長  ありがとうございます。力強い決意表明を頂戴したと。 

 この件について何かご質問ありますか。今日はもう報告まで

ということですので、この後引き続き見守りたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 どうぞ。 
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会長  貴重な情報ありがとうございました。 

 部長、どうぞ。 

 

事務局  Ｃ委員、ありがとうございます。恐らくモデル事業といった

ことでいくと、対外的に非常に関心が増してくるということ

で、恐らくそういった方たちの声が入ってくると思います。今

回のスキームは、これまでにない民間事業者含めた連携という

ところが一つの特徴になっていますので、そこはぜひ我々も慎

重かつ戦略的にといいますか、前向きに考えていきたいと思い

ますので、そういった情報もぜひこういった場で共有したいと

思います。ありがとうございます。 

 

会長  ありがとうございました。 

 そのほかよろしければ、次へ進んでまいりたいと思います。 

 ４の（１）番、センターの実施計画についてでございます。

よろしくお願いします。 

 

事務局  続きまして、資料３をご用意ください。令和５年後地域包括

支援センター業務実施計画（案）でございます。 

 資料５ページをご覧ください。ふじみ地域包括支援センタ

ー、地域型の実施計画になります。見方としましては、初めに

書いてあります高齢福祉課作成のところの四角の中は、第８期

の高齢者福祉計画をこの中に収めているものになりまして、こ

ちらは令和４年度から同じ内容となっております。以下、重点

的に取り組むべき業務は、各センターが今回、令和５年度にこ

ういったものに取り組んでいくということで、計画として上げ

てきていただいているものになります。 

 そして、８ページ目をお開きください。こちらは事業計画表

で、年間計画案になっております。 

 この後、各センターから、１センター３分ぐらいで、重点的

に取り組む事項、目玉の事業についてご紹介いただきたいと思

います。 

 ふじみ包括からお願いいたします。 
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ふじみ包括  ふじみ地域包括支援センターです。よろしくお願いいたしま

す。 

 ふじみ地域包括支援センターは、基幹型と地域型ということ

で、２ページの基幹型地域包括支援センターのところをお開き

ください。基幹型地域包括支援センターとしましては、立川市

全域を高齢福祉課と一緒に進めていくということで、この地域

包括ケアシステムの深化・推進を一緒に取り組んでいきたいと

思っております。 

 コロナが明けていますので、ポイントになるのは対面をどこ

まで広げていくか、今までもＩＣＴなどを活用して、この３年

間、かなりコミュニケーションは取ってきたつもりですけれど

も、またどういった形で新たな連携、コミュニケーションが取

れるかというのが一つ、ポイントになっていくかと思っており

ます。 

 地域型のほうは、５ページをお開きください。こちらは、ふ

じみ包括支援センターは富士見町、柴崎町を担当させていただ

いている地域型の包括支援センターになります。この２年間、

地域ケア会議のことをいろいろと検討してまいりましたので、

ここでいう循環図のイメージでいきますと、富士見町、柴崎町

で行う小地域ケア会議の充実を重点的に取り組むように考えて

おります。こちらでは、５ページの下から２段目の２の②に小

地域ケア会議、市民の方も実行委員として取り組んでいただい

て、そういったことを、より地域の課題等を検討できる場を作

っていきたいと思っております。 

 簡単ではありますが、以上になります。 

 

事務局  では、はごろも包括、お願いします。 

はごろも包括  はごろも包括です。よろしくお願いします。 

 はごろも包括は10ページからになります。まず、重点的に取

り組むべき業務というところですが、一つは、コロナ禍で分断

された地域のつながりの回復を目指して、錦・羽衣をネットで

つなげよう2020を継続し、環境を整えることを考えています。

既にオンライン上でのつながりからグループ立ち上げに至った

ものもありますが、ただ立ち上げるとかつながりを作るという
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だけではなく、継続ということがすごく今年度は難しかったな

と考えていますので、次年度、継続できるような環境整備をし

ていこうと思っています。 

 ２つ目は、地域課題に対しての取組です。今年度は小地域ケ

ア会議を活用し、地域課題に取り組んできましたが、先ほどふ

じみ包括のお話もありましたけれども、循環図にあるような、

特化した地域課題を共有し、検討できるような小地域ケア会議

の開催、活用を進めていきたいと考えています。 

 また、２というところの、区域ごとのニーズに応じて重点的

に行うべき業務のところですが、主に認知症に対する理解の促

進と見守りを増やすことを目指していきたいと考えています。

特に、認知症見守り、声かけ模擬訓練の再開、これは羽衣町で

の再開と、錦町でのアプローチ、２年後に開催できるような種

まきをしていきたいと考えています。 

 また、11ページの６の権利擁護業務の部分では、①のネット

ワーク作りや他機関との連携強化のため、交流会の開催や、こ

れは５のケアマネジメント支援業務に係ってくることですが、

ケアマネ事業所との連携を続けていきたいと思っています。 

 全体を通して、いかに場を作っていくか、場を継続していく

かということを重点的に取り組んでいきたいと考えています。 

 以上です。 

 

たかまつ包括  たかまつ包括支援センターです。よろしくお願いします。た

かまつ包括は15ページからになります。 

 重点的に取り組む業務、事業といたしましては、たかまつ地

域包括支援センターエリアというのはオートロックマンション

が多いということもありまして、住民の地域性としては、関わ

りとかつながりがとても作りにくいエリアというのが長年の課

題になっています。去年に引き続きですが、５年度も０次予防

をベースに様々な取組を行っていきたいというふうに考えてい

ます。 

 何年にもわたってやっている緩やかなつながりづくりという

ことで、私どもで独自にやっている孤立予防のためのにんじん

クラブの登録制度ですが、今現在、51名になっているんです

が、そういったものも今後もどんどん増やしていきたいという
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のもありますし、あとは、一人一人が自分らしく生きるための

ＡＣＰのところもまた再度、ご自分の生活を見直していただく

ことで、地域のつながりとかも実感していただけるような周知

啓発等も行っていきたいと思っています。 

 ここでコロナの予防のためのいろいろな規制が解除されて、

緩やかになってきていますので、様々な企画を考えているとこ

ろなのですが、ページめくっていただいて、17ページの支え合

いネットワーク事業のところをご説明するんですが、ボランテ

ィアさんとか地域の活動自体が介護予防とか自立支援になるよ

うな、また、ここでつながりをつけられるような取組を考えて

おります。 

 基本的には、これは16ページの４番の介護予防に係るケアマ

ネジメントにもつながるんですが、介護保険に頼らず自立支援

の考え方を基本に、社会資源をうまく活用して、支えられ支え

合う地域づくりという形でマネジメントを行っていきたいとい

うふうに考えています。 

 やはりマスクも自由になったというところもあるのか、地域

も大分動きが出てきているということで、実はあさって、これ

は今年度になるんですが、昭和記念公園にお散歩に行きましょ

うという形のイベントを組んでいるんですが、20名以上の方か

らお申込みがありまして、皆さん少し気持ちも動きが出てきて

いるようなので、それをうまく活用して、何とか地域づくり、

０次予防のほうにつなげていこうというふうに考えています。 

 以上です。 

 

わかば包括  わかば地域包括支援センターです。わかば包括では、重点的

に取り組むべき業務では、これまでとは変わりはないのです

が、暮らしやすい地域を住民視点で共につくるという点を常に

考え、一方的な支援にならないような地域づくりを行っていき

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまでの３

年間は地域での活動を控えざるを得ない状況でした。そして、

この３年間で様々な問題や新たな課題を生み出したと感じてお

ります。令和５年度は、感染状況を見ながらですが、積極的に

地域に出て住民の方々の声を聞いていきたいと思います。その
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中で地域課題を抽出し、関係機関と共に地域ケア会議を効果的

に実施することにより、立川市としての地域包括ケアシステム

の構築、推進、深化に努めていきたいと考えております。 

 中でも令和５年度の新しい取組として、国分寺市との市境に

位置する栄町１丁目近辺の住民にも包括を知ってもらうため、

自衛隊官舎一角にある集会室をお借りし、自治会の協力を得な

がら、新たな相談支援拠点となるべく活動を行っていきます。

今年に入ってからですが、自衛隊に令和５年度の活動計画を提

出し、無事集会室利用の許可を得られたところです。 

 これら活動拠点を増やすという点では、職員の補充も必要と

なります。現在、包括の委託費は４人分の人件費ということで

請け負っております。限りある委託費の中で私たちにできるこ

とを考え、包括支援センターで働きたいと思っていただけるよ

うな職場づくり、ワーク・ライフ・バランスを重視した質の高

い人材確保、定着促進に向け、運営協議会にも相談させていた

だきながら進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

 

さいわい包括  続きましては、さいわい地域包括支援センターになります

が、23ページからになります。 

 初めに、重点的に取り組むべき業務、事業というところで

す。ウィズコロナに移行しても、オンラインを平準化し、ＩＣ

Ｔの活用を提案、継続します。一方で、地域活動での人と人と

のつながりにおいては、対面希望が多くなると想定されるた

め、柔軟に対応しながら、双方のメリットを生かしたつながり

を再構築をしたいと思っております。 

 １番、立川市の地域包括ケアシステムの構築、深化、推進と

いうところですが、マイナスイメージ、認知症や加齢に伴う介

護状態といったマイナスイメージになっても大丈夫となれるよ

う、将来への備え、０次予防への取組の一環とし、日頃から高

齢者や家族が行うべきもの、こととは何か、自らで考え、取り

組んでいただけるよう、地域に発信していきたいと思っており

ます。 

 また、区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務、２

番になりますが、今年度は地域福祉コーディネーターが主体と
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なり、エリア内に地域福祉アンテナショップが開設される場を

拠点とし、そこを通じた世代交流や住民主体とした地域の関わ

りの中で、地域共生社会の実現を目指し、協働をしていきます

ということで、幸町の平成新道というところのそばにスマイル

農園という場所がございます。そこをまず拠点としてアンテナ

ショップを開設する予定でございまして、現在、多世代食堂を

既に月に一度実施しているところでございます。 

 また、３番の介護保険事業者等の地域関係者との連携につい

ては、住民が最期まで在りたい自分で生きることができること

を目指し、地域包括支援ネットワーク循環図を念頭に置いた小

地域ケア会議を開催し、５地区における地域課題やニーズを抽

出し、情報共有、検討を促します。内容により検討結果を上位

会議やまちネットなどで住民に向け提言していきたいと思って

います。 

 24ページなんですけれども、介護予防に係るケアマネジメン

トという欄になりますけれども、後半のＩＣＴ活用のためのス

マホ教室を年間プログラム化するというところですが、３月に

既に一度、開催しておりまして、今回は午前、午後の開催とし

て、計20名以上の方が参加されております。まずは、何かゴー

ルを決めて、ＬＩＮＥを使おうとかではなく、本当に触るのが

初めての方の初歩的な教室でしたけれども、とても穏やかに温

和に、会が開催されました。 

 ということと、あとは８番と10番が連動しますけれども、社

会福祉士や看護師養成校の実習生の受入れ、また、ボランティ

ア活動に参加される方、また、ちょこボラや地域懇談会など、

そういったところに参加される方、介護福祉に興味のある方を

積極的にお声かけをし、人材の育成、または発見というところ

に尽力していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

かみすな包括  かみすな地域包括です。よろしくお願いします。 

 重点的に取り組むべき業務に挙げさせていただいた内容の 

共通事項としまして、ここ二、三年はコロナの影響もあり、地

域へのアプローチや、連携の動きが緩やかだったと思います。

今年度は、コロナ対策はもちろんしつつなんですけれども、関
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係機関を含めた地域へ出向いていく、話を聞いていくという取

組を意識して行っていきたいなと思っております。 

 次の、立川市の地域包括ケアシステムの構築、深化、推進の

ところですけれども、私たちが地域に出向いて知っていくこと

ということで、共に課題解決に向かうことができるような相談

窓口を目指していきたいと考えております。行動変容につなが

るようなお声がけだったりとかで、特に相談してよかったなと

いうふうに思っていただいたりとか、元気になれたという感覚

を持っていただけるような窓口になれればと考えております。 

 区域ごとのニーズに応じ重点的に行うべき業務というところ

ですけれども、現在、かみすなエリア小地域ケア会議におきま

して、支援することをテーマとした学びというところから、他

者を気にかけていくという取組について、我が事として考えて

いけるよう、参加者の方と共に考えております。今後も共通課

題について共に考えていける体制づくりに努めてまいりたいと

考えております。 

 次の、介護予防に係るケアマネジメント、ケアマネジメント

支援業務、権利擁護業務について、こちらに共通しているの

は、包括の職員それぞれが自立支援の考え方を身につけ、専門

職の知識ということを生かしていけるよう、包括内で学びを深

めて連携していくことと考えております。実践できるように取

り組んでいきたいと思っているんですが、そのために、項目の

８の、センターにおける人材確保、人材育成に関する取組のと

ころでは、実習生の受入れだったりとか、外部だけではなく内

部での研修、学習の機会を設けて資質向上に努めていきたいと

考えております。また、センター内のマニュアル等の整備を継

続して進め、活用していきたいと挙げさせていただいておりま

す。 

 そして、最後になりますけれども、地域支え合いネットワー

ク事業ですけれども、やはりボランディアさん、される側と希

望する方のマッチングに苦慮しているところです。今年度は個

別にもボランティアさんの話を聞かせていただいて、ボランテ

ィアさんに活躍の場ということを広げていけるような取組をし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 
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事務局  ありがとうございました。 

 説明は以上になりますが、センター長の説明のとおり、来年

度は「０次予防」に力を入れていきたいと考えております。医

学モデルだけではなくて、生活レベル、例えばＡＣＰ、看取り

に関する準備をすることも含めまして、「０次予防」というこ

とで位置づけておりますので、そのような取組を強化していき

たいと考えます。そして、日常生活圏域６圏域において、どこ

の地域包括支援センターの取組も全て同じということではなく

て、各圏域の特性に合わせて、地域住民の要望、ニーズに応え

るような形でいろいろな事業を展開していきたいと考えており

ます。今後も地域診断を地域福祉コーディネーターとしながら

進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 説明は以上になります。 

 

会長  ありがとうございました。 

 次の議題に福祉相談センターの実施計画というのがあるんで

すが、一旦地域包括支援センターの実施計画のところで、何か

皆さんからご質問、ご意見等あれば、お願いいたします。今日

は年度末でございますけれども、来年度すぐスタートですの

で、この実施計画の承認を今日は皆さんにしていただこうと思

って思っております。最終案でございます。ご質問、ご意見

は。 

 Ⅾ委員、どうぞ。 

 

Ⅾ委員  単純な質問なんですけれども、ふじみ包括の５番目のケアマ

ネジメント支援業務のところで、①の相談員が一人の高齢者向

け施設等への支援を行いますとありますけれども、これは具体

的にはどういった施設を予定、予想されているのかなというこ

とと、令和４年度の計画を見させていただくと、ちょっとこう

いうことは出ていなかったので、何かこの連携、支援が必要な

きっかけといいますか、あったのかなと思いまして、それがあ

りましたら教えていただきたいと思います。 
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ふじみ包括  ご質問ありがとうございます。ふじみ包括支援センターで

す。 

 まず一つ、一人の介護支援専門員の方がいらっしゃる居宅介

護支援事業所というところや、具体的に高齢者向け施設でいい

ますと小規模多機能施設といわれるような施設になります。地

域のケアマネ介護支援専門員の方々の連携というところは、非

常に地域の高齢者の相談とか支援をする上では重要になってい

ます。お一人のケアマネジャーの方が一人で抱え込むことのな

いように行っていきたいと思っておりますので、施設名とかは

具体的に挙げなくて大丈夫ですね、というような意識で、ここ

に書かせていただきました。 

 以上です。 

 

Ⅾ委員  ありがとうございます。 

会長  よろしいでしょうか。 

 ほかにございますでしょうか。 

 大丈夫そうですかね。大変幅広く対応するということで、ま

た積極的な動きも散見されまして、大変いい計画かなと思いま

す。 

 それでは、これを承認することに皆さんご異議ございません

でしょうか。よろしいですか。 

 それでは、お示しいただいた地域包括支援センター業務実施

計画について、運営協議会として承認することといたします。 

 続きまして、福祉相談センターの実施計画についてでござい

ます。ご説明からお願いします。 

 

事務局  続きまして、資料４をご用意ください。令和５年度福祉相談

センター業務実施計画（案）ということになっております。 

 今まで福祉相談センターのこちらの協議会への出席はござい

ませんでしたけれども、前回の協議会でもご提示させていただ

いていますとおり、次年度の当協議会で福祉相談センターの在

り方についても検討していきたいということがありましたの
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で、本日は３福祉相談センターのセンター長さんに来ていただ

きまして、直接事業計画についてご説明していただきたいとい

うふうに考えておりますので、お願いいたします。何分初めて

の出席になりまして、大変緊張しておりますので、お手柔らか

にお願いします。 

 では、にしき福祉相談センターからお願いいたします。 

 

にしき相談セ

ンター 

 ご紹介にあずかりましたにしき福祉相談センターです。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 にしき福祉相談センターの令和５年度の事業計画につきまし

ては、非常に簡単な内容になっておりますが、まず、重点事項

といたしまして、地域住民への関係性の中での居場所づくりを

目指しますというような、すごく幅広い内容になっております

が、最近、子供の居場所づくりというものをよく耳にする中

で、居場所というのは単に物や場所や建物ではなくて、ご本人

の主観的な面であったり、あるいは関係性であったり、また、

そういう多軸的に考えた場合、居場所というものを重点的に考

えていきたいなということで、この居場所づくりということを

目標に挙げさせていただきました。 

 この居場所という中で、１点、次年度は福祉相談センターが

地域福祉アンテナショップの検討というか取組、そういったも

のの中で福祉相談センターの特徴を考えていこうということが

テーマに挙がっておりますので、その点も含めて、アンテナシ

ョップに対する準備というか、そういったものを来年度１年

間、計画に挙げさせていただきました。ただ、このあたりはも

しかして１年間の中でできないということもあるかと思います

が、一応、地域福祉コーディネーターの方と協働して、こうい

った取組をやっていきたいなというところです。 

 そういった中で、私どもの活動範囲であります錦町あるいは

羽衣町に対する地域課題というものを取り上げる場合に、やは

りその地域の特性というか、そういったもののアセスメントと

いうものが十分に今まで実施できなかったこともありまして、

コロナ禍の中で、そうですね、２年ほど前から地域アセスメン

トのためのかわら版というものを作成しまして、にしき福祉相

談センターかわら版というのを作りながら、それを地域の中に
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配布しながら関係性づくりを行ってきたことを、次年度も引き

続き行っていきたいというところが一番大きなテーマになって

おります。 

 その中で、ふだん小地域ケア会議の中では、はごろも包括支

援センターと協働しまして、２か月に一遍会議をする中で、地

域の課題、そういったものを一緒に取り組んできた中で、次年

度もより一層、それを深化させながら、どちらかというと地域

の強みというか、弱みばかり目を向けないで、強みというもの

を考えていきたいなというところで提案させていただいている

というところです。 

 ケアマネジャーの仕事も兼務しているというところで、私た

ちの強みとしては、支援困難な方の事例への対応というところ

も一つ挙げられると思います。そういったものに対しては、事

業所内においてチームの力というのをより一層深化させるため

にも、事務所内で事例検討会、あるいは研究会、あとスーパー

ビジョンの機会を持ちながら、体制づくりを通し、個人の臨床

力を高めていくところを目標にしております。 

 介護予防教室に関しましては、ＩＣＴというものがコロナ禍

の中で非常に注目された中で、スマホ教室への取組ということ

も昨年度から開始しまして、次年度も一応、予定しておりまし

て、レベルがそれぞれ異なりますので、状態に合わせた教室と

いうものを開催していきたいなというふうに思っています。ま

た、そういったスマホ教室であったり、いろいろなところの中

で、地域との居場所づくりも一緒に結びつけていけたらいいな

というふうに考えています。 

 最後に、相談センターとしての機能や役割については、市あ

るいは３相談センターと協働して、自分たちの今後の在り方と

いうものを検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

かみすな相談

センター 

 かみすな福祉相談センターです。よろしくお願いいたしま

す。 

 私どものほうは昨年度、令和４年から、前年の事業所から引

き継ぎまして、新たに私どものほうがセンターのほうをやらせ

ていただくことになったんですが、今年度１年は試行錯誤とい
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うか、何から手をつけていいのかというところも分からない状

態でスタートをした次第でございます。なんですが、まずは地

域の声を聞こうというところで、相談に来てくれた方であった

りとか、あとは地域のサークルであったり、そういうところに

顔を出して、今何が求められているのかというところを、地域

の声を聞きながら少しずつ進めていったんですが、その中で、

やはり地域の方が体を動かす場所、自分の居場所があるところ

がいいなというところの声がすごく多かったんですね。 

 そういう声が多かったので、今年度ここに重点的に取り組む

業務というところで、大空カフェというのは、以前にも行って

いたんですが、私どもの法人になりましてから、またいろいろ

な企画などを毎月行ったりとか、あと、コロナの状況だったん

ですが、Ｚｏｏｍではなくて招集という形で、人数を20名とい

う制限した中で開催させていただきました。やはり反響が多く

て、市報に出た段階で申込みなんですけれども、すぐもう５日

間ぐらいで申込みがいっぱいになってしまって、キャンセルと

いう状況になっている、今、状態です。また、上砂地域の方で

なくても、緑町の方であったりとか栄町の方なども参加してい

ただいているというところがすごくいいのかなと思っておりま

す。 

 そういった意味で、また、ここにも書いてあるんですが、新

たに認知症家族の会、空の会というのを今年の１月ぐらいから

本格的にスタートという形で試験的にやったんですが、来年度

からは本格的に隔月、２か月に１回というところで、家族もし

くはご本人様の方を集めて、そういう会を行っていくというと

ころを一つ、挙げています。 

 また、福祉相談センターとしてアンテナショップを今後検討

していくというところで、仮称なんですけれども、ボッチャの

会というところで、今、オリンピックで名前が大きく取り上げ

られて、どなたでも参加できるというところで、私たちが目指

しているのは、小さいお子様とそのお母様、そして上の方、お

じいちゃん、おばあちゃんですね、その３世代を何とか集めら

れないかなというところで、こういった企画を来年度はやって

いきたいかなということです。最終的には、地域でそういった

大会なんかも開けたらなというところで青写真を描いておりま
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す。 

 また、地域のネットワークの強化として、地域の相談窓口と

してさらに強化をしていくというところなんですが、やはりま

だ認知度が低いというところで、またＡ４サイズのビラという

か、相談センターの紹介という形で似顔絵を描いて、業務の内

容を掲示して、地域のところに、相談センターはこういうとこ

ろですよ、みたいな形のを貼り出したりとか、また、地域に出

向いて、困っている方はいませんかという形でお声をかけさせ

ていただいたりという形で、地域のよりどころになる、居場所

づくりですね、センターがなればいいかなというところで、来

年度はそういった活動をしながら地域に貢献できたらなと思っ

ております。 

 以上です。 

 

にしすな相談

センター 

 にしすな相談センターです。よろしくお願いします。資料の

ページでいうと９ページになります。 

 まず、重点的に取り組む業務ということで、地域の総合窓口

なんて書いてありますけれども、基本的なスタンスとしまし

て、包括支援センターのバックアップ機関、サポートするよう

な、そんな思いでセンターを運営しております。 

 まず、場所なんですけれども、かみすな包括の圏域でありま

す上砂圏域にありまして、西砂町、立川市の一番西側にありま

す。福生市の横というか、昭島市の隣というか、横田基地の横

でやっております。エリア的に、市役所までバスも一本で行け

ないし、市役所まで行けないよとか、かみすな包括までご相談

に行けないよとか、そういった方々がいらっしゃいますので、

主にそういった方々のご相談を受け付けるような、そんなセン

ターになっております。 

 西砂町は牛を育てていたりとか豚を飼育している、あるいは

ウコッケイですかね、鳥とか、畑もたくさん広がっているよう

なところで、地域柄としましてあまり表に相談を出さない、お

うちの中で隠してしまうみたいな、そんなような地域になって

います。ただ、そういった方々もお困りになっていることがた

くさんありますので、地域のそういった方々と仲よくという

か、うまくやっていって、ご相談を解決できるようにというよ
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うな形で、地域に根差した身近な窓口としてやっております。 

 また、にしき福祉相談センター、かみすな福祉相談センター

が、おっしゃられましたとおり、地域の憩いの場としてアンテ

ナショップというものの立ち上げというのを検討していきたい

というふうに思っております。 

 また、にしすな相談センターとしまして、３番のところに書

いてありますけれども、西砂町と一番町、合わせて西砂川地区

と呼ばれているんですけれども、こちらの自治会の連合さん、

自治連で、みんなの西砂川というホームページを作られていま

す。そちらに、もう半年ぐらいになりますけれども、毎月うち

のセンターの情報を載せていただいております。そんな活動も

やっております。 

 また、次のページ、10ページの７番、にしすな相談センター

の独自の、介護予防教室ではないんですけれども、毎月第２土

曜日ににしすなカフェという名前で介護予防教室を開催してい

ます。こちらに関しては６年、７年ぐらいですかね、やり始め

てそれぐらいたつんですが、最初の頃は参加者ゼロ人とか１人

とか２人とか、そんな感じで何年もやってきました。なかなか

ご参加いただけない、そんな中でここ最近では10名から15名ぐ

らい毎月ご参加いただけるようになりました。だんだんと地域

の方々に福祉相談センターというものがちょっとずつ浸透して

きたのかなというふうに思っております。今後もこの介護予防

教室もやっていきますし、地域の方のご相談を受けさせていた

だいて、解決できるような、そんなセンター運営を目指してい

きたいと思っております。 

 長くなりましたが、以上です。 

 

事務局  相談センターのセンター長の皆さん、ありがとうございまし

た。市民からも相談窓口の充実というものを求められておりま

すので、６つの地域包括支援センターと３つの福祉相談センタ

ーが地域の皆さんの相談窓口、充実していけるように取り組ん

でまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上になります。 
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会長  ご説明をいただきまして、皆さんから何か質問や意見、ござ

いますでしょうか。 

 Ｅ委員、お願いします。 

 

Ｅ委員  私は曙町１丁目に住んでいるんですが、例えば、福祉相談セ

ンターですか、どこに行けばいいのか、もし相談事があった場

合に、この３つのうちのどこに行ったらいいんでしょうか。 

 

にしき相談セ

ンター 

 福祉相談センターは一応、エリア分けはされていないという

ことですけれども、住所地からしますと、私どものにしき福祉

相談センターが錦町にございますので、ほかの福祉相談センタ

ーは離的には曙町からは随分遠いし、アクセス的にもあまりよ

くないと思うので、こちらになります。 

 

Ｅ委員  ありがとうございました。 

 

事務局  曙町から西砂地域はやや距離がありますけれども、先ほどの

ご紹介のとおり、牛がいたり、ウコッケイがいますので、ぜひ

足をお運びいただければと思います。お願いいたします。 

 

Ｅ委員  ありがとうございます。 

 

会長  そう思いますよね、この説明を聞いているとね、何で３か所

なんだろうと、地域包括支援センターとどう違うんだろうと思

いますよね。恐らく多くの市民がそう思っていると思うんです

よね。そこの整理をしていく必要があると思いますし、相談内

容によっては相談センターじゃなくて地域包括支援センターの

ほうに、エリア的にたかまつ包括に相談するというようなこと

もあろうかと思いますし、これが何でこの配置かというのは、

もう経緯が十数年前、20年はたたないですけどね、過去の経緯

から来ている話なので、物すごく抜本的な見直し、配置、市民

にとって必要な配置というものも見直す必要もあろうかと思う

んですが、これにはいろいろとお金もかかれば人員もかかる話

なので、そこのところを今、市民が感ずるようなところをちゃ

んと補完できるような動きを、ご説明だとエリアは関係ないで
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すとおっしゃっているから、気持ちだけはあると思うので、そ

ういう地理的なことを補完できるような動きをぜひ期待したい

と思います。ありがとうございます。 

 そのほか、何かございますでしょうか。大丈夫ですかね。 

 アンテナショップを一生懸命やろうというお気持ちは伝わっ

てまいりました。どこかで憩いの場としてのアンテナショップ

というような表現もあったと思いますが、アンテナショップは

ただ単に憩いの場だけではなくて、もっと目的がありますの

で、ぜひその目的にかなったようなアンテナショップにしてい

ただきたいと思います。いつでも何でも誰でも相談できるいう

ところが胆になっていくかと思いますので、ぜひお願いしたい

と思います。地域包括支援センターのバックアップとかサポー

トとかという表現もありました。とても頼もしく思いました。

その意気込みも大切だと思いますし、冒頭申し上げましたけれ

ども、機能をどうするかというところまで、よく、やりながら

検討していって、今後につなげていっていただきたいと思いま

す。 

 ちょっと厳しいことを言うかもしれませんが、もう少し具体

的なことを、特ににしきの、ご本人もおっしゃっておられまし

たけれども、もう少し具体的な話に落としていっていただくよ

うに、早急にお願いできればと思います。 

 ほかによろしいですかね。よろしければ、改めてお諮り申し

上げたいと思いますが、この最終案で実施計画を承認すること

にご異議ございませんでしょうか。 

 ありがとうございます。では、お示しいただいた案のとお

り、福祉相談センター業務実施計画を承認することにいたしま

す。 

 では、次第の次に進んでまいります。（４）介護予防支援事

業等における業務委託についてでございます。事務局からご説

明をお願いいたします。 

 飛ばしました。失礼しました。さっき（２）でしたね。

（３）ですね。 

 地域包括支援センター運営状況と課題分析についてでござい

ます。事務局からご説明をお願いします。 
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事務局  続きまして、資料５をご用意ください。こちらは令和４年１

２月と令和５年１月の報告になります。特に説明はありません

ので、委員の皆様、お気づきの点がございましたら、よろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。何か委員の皆様からご発言ございま

すでしょうか。 

 Ｆ委員、お願いします。 

 

Ｆ委員  12月と１月でペットの問題が大きく出ていたんですけれど

も、僕も一つ、いろいろ問題あると思いますけれども、提案を

してみたいなと思っています。というのは、運転免許証の返納

と同じように、高齢者のペットを返納するようなシステムでき

ないのかなと。要するに、高齢者は確かにペットを飼ってい

て、かわいいです。ただ、動物愛護の観点から言うと、やっぱ

り手放さなければいけないときが出てくると思うんですよね。

そういうときに返納するようなシステムが、ＮＰＯか何か分か

りませんけれども、そういうようなところが立川市としてご相

談できるような場所があれば、高齢者の大好きな動物を困らせ

ないように、誰かに、里親制度じゃないですけれども、そうい

う形で犬、猫、そのほかのペットを大事に飼っている方たちが

安心してお渡しできるような、そういうものが何かできればい

いなと思っていますけれども、そのためにはそういう返納制度

みたいなのがあればいいのかなと僕は勝手に思っているんです

けれども、自分も犬飼っていたときあったものですから、本当

に最期まで家族が見守ったんですけれども、本当に一人で飼っ

ている方は、高齢者になってくると、餌代だ何だといろいろ

な、動物というのは人間以上にかかるものですから、そういう

ところをもう少しね、こういう形になったらやっぱり返納して

ほしい、してあげたいなと思うような方が、たとえ一人でもい

ればね、どうしたらいいんだろうと悩んでいる方、多分いっぱ

いいると思うんですよね、そういうところに立川市が寄り添っ

てあげれば、すごく助かるんじゃないかなと思っています。 

 以上です。 
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会長  事務局、どうぞ。 

 

事務局 ありがとうございます。資料５の31ページをご覧ください。

ペットのことに関して２か月にわたり取り上げまして、31ペ

ージの一番下のゲストメンバーとして、「アイドッグレスキ

ュー隊の代表者」にもお越しいただきまして、いろいろな活

動の状況をお伺いしております。もともと「保護団体」は、

飼い主さんがいなくなってしまった犬の保護ということなの

で、高齢者の飼主さんで、飼えなくなったのでということで

はないけれども、飼えなくなったことを早めに認識をして相

談してほしいとおっしゃっていました。飼えなくなってから

相談ではなくて、飼うことを、委員おっしゃるように、ある

程度判断して諦めるみたいな形で相談してほしいというお話

もありました。 

 ただ、やはりペットの問題というのはなかなか解決すること

が難しくて、４月以降、環境対策課で犬のワクチンの予防接種

の集団接種がありますので、そのときに「ペットのエンディン

グノート」を一緒に配布してもらえるようにお願いができたと

ころですので、少しずつ変わっていくかなと考えております。 

 それから、獣医さんの団体でもペットのエンディングノー

ト、お願いしていまして、秋に総合防災訓練があったときに、

市民の皆様にペットのエンディングノート、配布してくださっ

たのを見かけたので、とても嬉しいと思っておりますので、今

後も活動を続けていきたいと考えております。 

 さいわい包括から、何か補足ありますか。高齢者のペット問

題で、随分苦労をしていると聞いております。 

 

さいわい包括  さいわい地域包括支援センターです。我々の圏域では主に、

犬というよりは猫のことが多かったでしょうか、地域猫という

試みありますけれども、そういったところで登録されている方

はまだよかったんですけれども、そこにまだ登録されていない

猫の預かり場所として、かなり、支援のほう困難極めたという

事例がございまして、結局は地域福祉コーディネーターをきっ
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かけに飼い主、他の地域の地域猫の団体を介して預かり先を探

させていただいたという事例がございまして、その後、その飼

い主さんが体調がよくなって、入院をきっかけに預からせてい

ただいたんですが、退院をして在宅に戻られた、そこでやっぱ

り戻してほしいというようなお話もあったんですけれども、や

はりお弱りになっているときに、ご夫婦だったんですけれど

も、お二人とも納得してお預かりしたので、お返しというとこ

ろはできないんですけれども、その様子をお写真にして定期的

にお渡しするという試みを今現在もちょっと続けていて、それ

で飼い主さんはとても納得されているというところでございま

す。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。 

 そのほか、何かございますか。よろしいでしょうか。 

 どうぞ、Ｇ委員。 

 

Ｇ委員  17ページの２番の地域課題のところで、①の真ん中辺で、介

護保険の認定が出ることで医療サービスが利用できなくなる場

合があるというのが。 

 

会長  このケースは、ふじみ地域包括支援センター、お願いしま

す。 

 

ふじみ包括  ふじみ支援センターです。こちらについては、ちょっと具体

的な細かいケースのご説明は難しいんですが、訪問看護の部分

でもありますので、利用していくには、医療保険制度であった

りとか介護保険制度、様々な形がある中で、その方々に合った

選択ができるようなことを医療、介護の連携の中で相談に乗っ

ているというようなことで、よろしいでしょうか。 

 

会長  お答えになっていましたか。 

－－  できなくなるということがありますか。 
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Ｃ委員  ないです。 

会長  医療サービスが利用できなくなる場合があり、というのがど

ういうことを指しているのかが、ちょっと分からないというこ

とですね。 

 

Ｃ委員  すみません、ないです。介護優先の原理に伴って、介護保険

を使うために医療サービスを使わないということはありますけ

れども、医療サービスを使うことができないということはない

です。優先的に介護保険を使ってくださいということはあるか

もしれませんけれども、状況に応じては医療サービスを優先さ

せて使うことは何の問題もないと思います。書き方の、ちょっ

とニュアンスの問題だと思います。 

 

ふじみ包括  ありがとうございます。特別指示書のことであったりとか、

そういった証明に伴って、やはり医療機関がもしかすると、多

分、何でも介護保険を申請しましょう、ということになられる

傾向があって、それをすることによって、今のように介護保険

優先になった場合に、本来であれば医療のほうで対応できるケ

ースも全て介護が絡むことによって、ちょっとご本人の選択肢

としては、もしかすると、介護保険申請しなくても生活ができ

ていた、療養ができていた部分があるんじゃないかということ

で、書かせていただきました。 

 

会長  ありがとうございます。どっちのサービスで行くかというの

は適切な判断が必要だということですね。ありがとうございま

す。 

 ほかに何かございますでしょうか。どうぞ。 

 

わかば包括  今のふじみ包括の回答の補足なんですが、介護認定を受けた

方の場合、訪問看護サービスというのが医療保険でも介護保険

でも両方使えるので、介護の状態としては程度が軽い、例えば

要支援になった方の場合、医療サービスとして訪問看護を利用

したいんだけれども、例えば要支援１になると、訪問看護は月

に５回しか訪問ができなくなってしまうので、確かに軽度の家
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事援助が必要なんだけれども、訪問看護で治療が必要だとい

う、点滴が必要だとか人工肛門の処置が必要だとか、そういう

場合に月に週1回だとちょっと間に合わないので、そういうとき

に、家事援助などについては介護保険じゃないものを使って、

あくまでも介護認定を受けない。受けてしまうと、介護保険と

医療保険の両方使えるサービスがあれば介護保険が優先になっ

てしまうので、そういう制度上の難しさがあります。 

 なので、入院しているところで、退院に向けて、訪問看護が

必要だよね、ヘルパーさんが来たほうがいいよねとなったとき

に、認定のときに軽度が出てしまうと、そういうことが生じて

しまうんです。訪問看護サービスだけ、ちょっとそういう特殊

な取扱いになってしまう。なので、介護認定をするときには、

退院先の、例えば包括支援センターとかに一言声をかけてもら

って、本当に介護保険申請が必要なのか、地域のサービスだけ

で介護については何とかやって、退院後の医療的なことを訪問

看護で、医療保険であれば週に３回利用できますので、そちら

を優先するのかとか、そこを考える必要があるかなというとこ

ろはあります。ちょっとややこしい回答になってしまいます

が。 

 

会長  ありがとうございました。多くはないケースなのかもしれま

せんけれども。 

 

Ｃ委員  多いです、そういう人。 

 

会長  多いんですか。 

 

Ｃ委員  今の話ですけれども、医者が悪いんじゃない、ただ。医者が

制度がよく分かっていないから、訪問看護指示書にちゃんとそ

ういうのを書けば、病名も含めて、それだけの問題だと俺は思

うんだよな。違う？ 

 

わかば包括 

 

 いや、介護保険の対象外になるには一部の特殊な病状ですの

で、医師が制度を理解していないことが原因だということはそ

う思います。介護保険をやはり入院と同時に、認定まで期間が
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かかるので、どうしても治療の方針が決まる前に少し申請をと

いう流れができる場合がありまして、そうしますと、実はそう

でなかったということが起こるので、そこはちょっとコミュニ

ケーションが必要になるなということです。 

 

Ｃ委員  逆もまたありますよね。もう少し、要らないんじゃないと言

われたときに、いや、いずれ必要だからやっておいてと言った

ら、あらあらとなだれ式になることもあるので、どっちもどっ

ちだと思うんですけれども、さっき彼が言った人工肛門だった

ら、病名がしっかりついていれば、医療保険で十分賄えるの

で、そこは多分、訪問看護指示書を書く医者が知っているか、

知っていないかだけだと思うから、そういうときに一番使いや

すいのは、実は訪問看護師さんに言えば、訪問看護師さんのほ

うから医者のほうに、先生、こういうふうに書いてもらうと医

療でできるし、患者さん負担が軽いからということを言ってく

ださるので、そういうふうな使い方をしたほうが、医者はいい

と思いますよ。勉強していない医者のほうが多いですから、本

当に。残念ですけれども。本当にそう思います、僕は。 

 

会長  ありがとうございます。医療と介護の連携の部分で大変大き

な問題提起をいただいたと思います。こうしたことがほかの会

議体のほうに情報を出していただいて、よく周知するようにと

か、そういう問題提起をしていっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 そのほか、何かございますか。 

 よろしければ、次に進みたいと思います。今度こそですね、

失礼いたしました。業務委託についてです。お願いいたしま

す。 

 

事務局  資料６と資料６－②をご用意ください。介護予防支援事業等

における業務委託についてです。本日は３件ありますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、資料６の1番、かみすな地域包括支援センターが担当し

ておりまして、「あいサンテケアステーション」です。こちら

の事業所は昭島市にありまして、かみすな地域と隣接しており
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ますので、新規に予防プラン、受託が可能であると申出があり

ましたので、ご承認よろしくお願いいたします。 

 ２番目の事業所です。はごろも地域包括支援センターからで

す。長野県須坂市にあります「グリーン在宅介護支援センタ

ー」です。長野県の別宅で生活をしておられる方が、要介護１

だったのですが、改善をして要支援２になったということで、

要介護１のときから「居宅介護支援事業所グリーン在宅介護支

援センター」でケアプラン担当しておりましたので、引き続

き、支援ができるとお申出がありましたので、今回委託するこ

とになりました。 

 続きまして、資料６－②をご覧ください。３番目の事業所と

して、たかまつ地域包括支援センターからです。千葉県勝浦市

にあります「居宅介護支援センター勝浦裕和園」です。こちら

も、住所移動せずに勝浦市で生活している方が要支援２になり

まして、福祉用具の利用が必要ということになりましたので、

ご承認いただければと思います。 

 事業所の詳しい内容につきましては、後ろのページについて

おりますので、ご覧いただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

会長  皆さんから何かご質問、ご意見ございますでしょうか。３か

所、どれでも結構です。お願いします。 

 ３つ目の勝浦裕和園って、調べたら老人ホームみたいなんで

すけれども、今回は居宅介護支援事務所なんだと思いますけれ

ども、老人ホームに入っていらっしゃるんですかね。福祉用具

ということは、違う。 

 

たかまつ包括  在宅です。 

 

会長  別宅ということなんですかね、住民票はこちらに残して。 

 

たかまつ包括  別宅ではなくて、どこまで言っていいか分からないですけれ

ども、ご本人サイドの親族じゃなくてご主人サイドの親族のお

宅に住まわれていると。 
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会長  分かりました。なるほど、いろいろなケースがあるようで

す。 

 特に皆さんから問題なければ、それでは、大切なことですの

で、一つずつお諮り申し上げます。 

 １つ目、サンテケアステーションを委託先とすることにご異

議ございませんでしょうか。 

 異議なしと認め、承認することにいたします。 

 ２つ目、グリーン在宅介護支援センターを委託先とすること

にご異議ございませんでしょうか。 

 異議なしと認め、委託先とすることに決します。 

 ３つ目、居宅介護支援センター勝浦裕和園を委託先とするこ

とにご異議ございませんでしょうか。 

 異議なしと認め、委託先とすることに決します。ありがとう

ございました。 

 それでは、４の（５）高齢者の地域課題についてでございま

す。事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局  資料７と、本日机上配布しました新聞の切り抜き記事をご用

意ください。【高齢者の地域課題、生活の電子化】について、

前回、委員の皆様から立川市の高齢者に関する地域課題を挙げ

ていただきましたところ、マイナンバーカードについて課題で

あるということでご提示いただきました。マイナンバーカード

だけではなくて、スマートフォンの普及に伴いまして、いろい

ろなことが高齢者の生活自体が電子化していくということが予

測されておりますし、既にいろいろなところで電子化が始まっ

ている状況があります。ケアマネジャーやヘルプ事業所の皆様

も、こういった電子化に伴って高齢者の生活が変わっていくと

いう懸念をしているところがありますので、本日はこちらのテ

ーマに沿った形で、委員の皆様のご所属などに関しての課題と

なっていることについてご発言いただければと思っているとこ

ろでございます。 

 立川市の状況ですけれども、マイナンバーカードの取得率

は、総務省のホームページから抜き出している数字になりま

す。令和５年３月も窓口大変混雑しておりましたので、取得率

はさらに上がっているものと思われます。そして、地域包括支
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援センター、福祉相談センターが行ってきましたスマートフォ

ン教室もご覧のとおりになっております。先ほどの地域包括支

援センター、福祉相談センターからのご報告のとおり、３月末

までの間にもスマートフォン教室をやっておりますので、さら

に開催回数と参加人数は上がってきているものと思われます。 

 本日は福祉相談センターも参加しております。福祉相談セン

ターはご存じのとおり、居宅介護支援事業所と二枚看板という

ことになっておりますので、本日はケアマネジャーのお立場と

しても活発なご意見いただけると有り難いと思っておりますの

で、お願いいたします。 

 本日は皆様、ご意見を言いっ放しでよいと考えておりまし

て、その意見を次回の運営協議会にどのようにつなげていくか

ということは、またご相談させていただければと思いますの

で、まずは皆様が日頃の業務、生活の中でお感じになっている

高齢者の生活電子化に向けた課題についてご発言いただければ

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 

会長  ということでございまして、全員の方に何か思うところをご

発言をいただきたいと思っておりますが、順番はどういたしま

しょうかね。どなたからでも結構です。どなたか口火を切って

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 Ｆ委員、どうぞ。 

 

Ｆ委員  まず、スマートフォンのことなんですが、ちょっと私もいろ

いろ友達に聞いたり、いろいろ聞いてみたんですけれども、二

極化していると。できる人はもう率先してやっているし、自分

でもってやっているけれども、一番僕、心配しているのは、ち

ょっと友達から聞いたんですけれども、これだけ物価高騰して

電気代、ガス代が上がっている中で、スマートフォンを持つ意

味があるのかと。結局、家賃も払って、生活保護まで行かない

けれども、年金だけじゃ厳しいんだと、これでまたスマートフ

ォンを持てと。固定電話を持っているのに、またスマートフォ

ンを持てということなのかという意見もあったんですよね、正

直。だから、そういうことを踏まえて、立川市のほうで、読み

ましたけれども、渋谷区みたいにスマートフォンを無料で貸出



33 

しする制度みたいなのがあれば、もうちょっと普及するのかな

と。ただ、そういう困難者の人たちにどういうようにスマート

フォンを持たせるのか、そういうことをまずやっていかない

と、二極化してしまうと思うんですよね。持っている人は持っ

て、どんどん進んでいくけれども、持たない人は相変わらずア

ナログで、固定電話で連絡来るまで待てばいいやと、何かあっ

てもいいやというので分かれていってしまうと思うので、そう

いうところを溝を埋めていくのにはどうしたらいいのかという

のを、やっぱり地域の人たちとみんなで考えていかなければい

けない問題だと思うので、スマートフォンは確かに便利でいい

でしょうけれども、それを持つ意味がちゃんと高齢者のほうに

分かるように、こういうのを持つとこうやって便利だよと、自

分の命も助かるんだよというようなのをやれれば、もうちょっ

と違うんでしょうけれども、ただ持ってくれ、持ってくれと、

銀行の振込が楽になるとかそういうことじゃなくて、自分に対

して何が一番大事なのかということを分かるように、やっぱり

普及するためには必要じゃないかなと。それはもう業者さんに

もお願いしなければいけないし、ちょっと立川市のほうで広報

のほうでもアドバイスだとか、地域包括支援センターのほうで

もそういうことも、スマートフォンを持てばこういうことのメ

リットがあるんだよと、何かあってもすぐ連絡で飛んできてあ

げられるよというようなことがあればね、もうちょっと、じ

ゃ、固定電話はもう廃止してスマートフォンを持とうかとか、

なってくると思うんですよね。そういったことをやっぱり高齢

者の気持ちを考えて、進めていってほしいなと思います。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。そうですよね、スマートフォン、で

きないという人に対してどう対応するかというのね、できない

から仕方ないですね、いろいろなサービスが受けられなくなっ

ても仕方ないですよ、では済まされないことですからね。あり

がとうございます。大変重要なご指摘をいただきました。そも

そもスマートフォンが、ということ。 

 そのほか、何かお気づきのところありますか。 

 では、Ⅾ委員、お願いします。 
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Ⅾ委員  まず私自身、それから同じ世代の周りの方では今のところ、

そういった生活の電子化について不自由ですとか困っているこ

とを感じているという印象はないんですけれども、親について

は、一方は社会とのつながりが強い人間で、その分、ＬＩＮＥ

などを自分の活動の中で使いこなしているし、分からないこと

は周囲の方に教えてもらったりできているんですけれども、も

う一方は社会との関わりがほとんどなくて、会うたびにちょっ

とできないことが増えていっている状態なんですが、最近では

スマホの電話の機能さえ使えていないようで、知り合いの方

が、連絡がつかないので直接来てみたというようなことが何回

かあったようです。 

 ですので、世帯に分かる方がいる場合にはもう、いいかと思

うんですけれども、お一人であったり高齢者の方のみの世帯で

あったりした場合には、もうこれから情報格差がどんどん広が

っていくのかなと思いますし、そういう人こそ、自分からちょ

っとアクションを起こしたりということができづらいとは思い

ますので、それは取り組んでいかなければいけないかなと思い

ます。 

 それから、知り合いの方で急激な視力低下で、精神面はクリ

アなんですけれども、だんだんスマホが使えなくなって、この

たび固定電話の契約に切り替えざるを得なくなったというよう

な方もいらっしゃいます。 

 それから、逆に立川市の行政サービスですとか介護保険その

他の福祉サービスがここ数年で劇的に電子化していくのかなと

いう、それによってどのような課題に対する対応が求められる

のかなという、そういう気がしています。 

 

会長  ありがとうございます。 

 では、順番でお願いいたします。 

 

Ｅ委員  私もやはりスマートフォン、普通の携帯とスマートフォン

と、あれなんですけれども、携帯からスマートフォンを持てな

い人ですね、切り替えることができない人、いろいろ家計の問



35 

題ですね、自分の家計内でやはり携帯を持つこと、新しいスマ

ートフォンを持つということができない人がどのくらいいるの

かなと、すごくいるんじゃないかなというふうに実は思ってい

ました。それで、やはり家計に余裕がなければスマートフォン

を取得するという確率も低いわけですし、そういうふうになっ

てくるので、やはり、ここにも、新聞を見てなるほどなと思っ

たのは、渋谷区の例ですね、高齢者にスマホを無償で貸し出す

事業、貸し出すで終わってしまうと、やっぱりまずは貸し出す

事業というのが立川市もやっていただけると大分違うくなって

くるのかなというふうに思いました。 

 あと、次の話なんですけれども、やはり各地域包括センター

とか、あるいは曙町１丁目の町会のほうでも、年に６回ですか

ね、町会のほうでは年に６回のスマートフォン基本講座、看板

で見たんですけれども、そういうものもやっているし、スマホ

相談教室もやっています。それから、各地域包括センターも取

り組んでいただいて、特にさいわい包括支援センターのほうで

はスマホ教室を年間プログラム化していますときちんとおっし

ゃっているので、この継続というのは、やはり高齢者にとって

は心強いというふうに私も考えていますので、ぜひ、立川市の

どのくらいの人が今、スマートフォン教室にこれだけの人数参

加しましたよという数字では分からないので、大体どのくらい

の人が立川市ではスマートフォンを持っているのかなというの

も、ちょっと興味がありました。 

 それとあと、スマホ教室をやりましたというんですけれど

も、私は、スマホの操作で終わってしまって、分かったような

気になっても、スマホをもし無料で貸し出していただいている

場合には、それを練習する場所もないし、具体的に自分の世

界、こういうことができたんだなという喜びですね、そういう

ものにつながらないと、やっぱり、特に高齢になってくると目

も痛くなるし、あんなのを見ているより新聞とかこういう本を

見ているほうが絶対に目が楽なんですね。なので、やはりそこ

ら辺のこともちょっと、そういう支援ですかね、そういうもの

を支援していただきたいなという、思いやっていただいて支援

していただきたいなというのがあります。 

 スマホ教室でぜひこれだけはと私が前から考えていたのは、
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立川市のＬＩＮＥにぜひとも、地域包括支援センターでスマホ

教室をやるんですから、やはり立川市のＬＩＮＥに登録してい

ただいて、やはりあれだけの情報発信を毎日のように、この頃

少ないんですけれども、情報発信されていますので、ぜひそこ

につながっていただくという、そこまでの支援をしていただき

たいなと、そして、情報を、今までと違う情報ですね、こんな

こと見たこともなかったわ、こんな情報が入ってくるんだわ

と、ＬＩＮＥに登録するとこんないいことがあるんだわという

ようなことを身をもって実感していただく、世の中はこんなに

進んでいるだと、市役所に行かなくても待ち人数まで携帯を開

くと分かるんだわというぐらいの驚きとか、こんなこと今まで

知らなかったというような、そういうのもやっぱり体験した

い、そういうふうにしていきたいというふうに考えました。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。Ｅ委員も大分スマホを使いこなして

いらっしゃるようですけれども。 

 今、ご質問ありましたけれども、立川で何か貸し出そうと

か、そういう計画とかプランとか、すぐじゃないにしても、何

かあったりしますかね。部長、お願いします。 

 

部長  先ほど渋谷区の事例、紹介されましたけれども、同様の要望

が市議会で挙がりました。特に、高齢者施策に限らず、様々な

施策、特徴的な施策が、特に区部のほうで進んでいるんですよ

ね。そういった事例を念頭に上げて、ぜひ立川市でもという声

は盛んにあります。私どもについては、すぐに導入する云々と

いうお答えはしておりません。先ほど来お話があるとおり、各

エリアでスマホ教室の活動もだんだん広がっていますので、ぜ

ひ地域に根差した、そういった活動をまず優先して、市民の声

を聞いていきたい、そんな状況でございますので、ぜひできる

ことから進めていきたいというふうに思っています。 

 それと、先ほどスマホの利点というんですかね、そういった

視点のお話もありましたけれども、市といたしましてはアナロ

グとデジタル、両方にも対応できるような施策の展開、これは

変わりません。ですので、例えば情報発信といったところで行
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けば、紙ベースの市の広報も当然、さらに充実していく方向で

すし、ＬＩＮＥ、先ほど紹介されましたけれども、ここでもプ

ッシュ型の情報発信をしていきたいと。ですので、選択肢は当

然、市民の方それぞれにあると思うんですけれども、ただ、確

実に言えることは、迅速な情報提供、それから利便性の向上と

いったところでは、こちらは民間に限らず行政も今はどんどん

進んでおりますので、そこの利点は当然あると思います。です

から、その点も紹介しながら、使い方もどんどん身近なところ

で知っていただいて、今まで苦手だと思っていた方でも、じ

ゃ、スマホを手にしてみよう、活用してみよう、そういった動

きがあれば、それは生活が潤う部分もあるというふうには思っ

ております。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。先ほど二極化という話もありました

けれども、スマートフォンじゃない、使えない方、アナログの

ほうの対応もしっかりやらなければいけないというお話をいた

だいたと思います。私も地域活動の中で接している高齢者なん

かで、やはり指がもうついていけない、それから、もう目が見

えないと本当におっしゃっていて、確かに私、直接接してい

て、まあそうだよなと思う方もたくさんいますし、そもそもそ

ういう新たなことをやるのが本当にストレスでつらいんだとお

っしゃる方に頑張れと私、言えませんでしたね。そういうこと

があると思いますので、アナログの対応も引き続きというお話

をいただいて安心いたしました。 

 今回、スマートフォンの話だけじゃなくて、ほかのことでも

結構です。電子化のいろいろな対応で何かお話があれば。 

 こう来ましたので、Ａ委員、お次、いかがでしょうか。 

 

Ａ委員  難しいと思いますね。Ｆ委員さんがおっしゃったように二極

化すると思います。二極化したほうがいいと思います。うちの

両親は、個人的なことであれですが、先日、父親を自宅でみと

りまして、いろいろ分かったんですけれども、スマホじゃない

んですけれども、パソコンなんですけれども、要するにインタ

ーネットにつながっている状態、電子マネーもそうなんですけ
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れども、おやじ、いろいろやっちゃっていて、何が何だか分か

らなかったんですね、残された我々は。幸いいろいろ調べて、

変なものには引っかかっていないんですけれども、あれ、もし

余計なことやっている人だと、お金が発生したり解約手続が大

変だったりするんですね。 

 だから、電子化って、電子マネーもそうですし、スマホもそ

うなんですが、便利なことばかり言うんですけれども、その人

が死んだ後、それを処理する人ってすごく大変で、まず把握で

きないですよね。パスワード何なんだという話になってくるの

で、いろいろ苦労はしました。幸い僕とか僕の娘や妹が明るか

ったので、問題はなかったんですけれども、そういった方もい

るだろうし、必ずしも電子マネー、電子化等、スマートフォン

が便利だからすばらしいということではないと思うので、うち

の母親は残っていますけれども、もう一切そんなものは使いた

くないタイプの人なんですよね、だから、アナログの市報は重

要なんですね、やっぱり。紙ベースのあれを頼りにしていたり

するんですね。だから両方必要ですし、それは多分向こう２０

年、変わらないと思うんですね、二極化すると思いますので。

使わない人は絶対使わないので、その人たちをフォローしてい

くというのがあって、２０年、３０年後は今の我々がおじいち

ゃんになっている頃のことですけれども、恐らくほぼ使ったま

ま高齢化するので、そんなに違和感はないかもしれないんです

けれども、２０年の間は、今の方々は正直、今から、会長がお

っしゃるように、使いなさいとか、勉強しなさいというのは正

直、ほぼ不可能だと、ケアマネジャーをやっていて、思いま

す。僕が担当している何十人の人に使えと言うのは、ほぼほ

ぼ、夢物語になってくるので、ガラケーすら使えませんので、

ほとんど固定電話だけですのでね。そこはそことしてフォロー

しつつ、当座２０年の間はやっていくしかないのかなというの

が率直な印象です。 

 

会長  ありがとうございます。 

 Ｇ委員、いかがでしょうか。 
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Ｇ委員  マイナンバーカードの取得率がもう半分以上になっていると

いうことで、医療機関でももうオンラインなどの資格確認の導

入というのが４月から原則、義務化になりますので、もう受付

に顔認証付きのカードリーダーというのが大体もうどの医療機

関もほとんど、４月からなので、置き始めていると思うんです

けれども、若い人は意外と、保険証は持ってこなかった、マイ

ナンバーカードありますと言って、逆にこっちがちょっと対応

し切れないようなぐらいのときもちょっとあったんですけれど

も、高齢者の方は、例えばそれを持っていても、まだ使いこな

せないとは思いますけれども、でも、高齢者の方というのは、

こう言っては何ですけれども、多分いろいろな医療機関に行く

ことが若い人に比べれば多いと思うんですね。そうすると、こ

れがあるならこういうやり方をすればいいというのは意外とす

ぐに順応していけるんじゃないかなというふうには思っていま

すので、多少時間はかかるかもしれませんけれども、これに関

してはそれほど、うまく皆さん適応していくんじゃないかなと

いうふうにはちょっと思っています。 

 

会長  ありがとうございます。 

 Ｃ委員は、後ですか。では、Ｂ委員、お願いします。 

 

Ｂ委員  こういうのってあれですよね、多分二、三十年後ってもっと

すごいものが出ていて、多分我々が年寄りになるときには。だ

から、こんな悩みは解決しているかもしれないですね、むし

ろ。だから、そういう意味ではこういう情報格差とか出てしま

うというのは、ツール自体がまだ発達段階だからで、それを期

待したいなと思います。 

 キャッシュレス社会は結構進んで、後見人をやっている中

で、後見制度を利用しているとキャッシュレスというのは使え

なかったりとかして、ポイントを誰につけるのかという問題も

出てきてしまって、ポイントがもらえないと。普通に生活して

いる人はいろいろメリットが出てきているかもしれないですけ

れども、そういうちょっと違った生活形態になってしまうと、

あまり恩恵を受けられないのかなという。あと、そもそも認知

症になってしまうと、スマホを持っていても、変なところに連
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絡してしまうとか、そういったことが出てきてしまうので、ど

うなのかなということですね。 

 

会長  ありがとうございます。そうなんですよね、私も認知症の方

がスマートフォンを持っている方、心配していまして、どこの

段階でスマートフォンをやめるんだろうというところは非常に

気になっていました。ちょっとしたクリックでどんどん入って

いってしまうので、パソコンよりももっと詐欺に引っかかりや

すいと思っています、スマートフォン。さっきどなたかおっし

ゃっていましたね、課金のこともそうなんですけれども、気が

ついたときにはすごい請求が来ているということが簡単に起こ

ってしまうという怖さを感じています。 

 あとは、こういう方がいました。地域活動の中で連絡網で、

今までだったら電話でやっていたのをグループラインを作ると

言われて、私できないから、もうやめようかしらというふうに

悩んでいました。そんなことが理由で地域から孤立してしまう

ということが現実に起きそうだというところがありまして、や

はり先ほど来、二極化という話がありますけれども、そういう

方をどうフォローしていくかということをみんなでしっかり認

識しなければいけないんだろうと思います。 

 こんなことを心配しなければならないのは、予想以上に高齢

者の人のスマートフォンを持つ率が物すごく多かったですね、

ここまで来ると思わなかった。ＬＩＮＥもそうです。ＬＩＮＥ

も私、ここまでみんなＬＩＮＥを使うようになると思わなかっ

た。あの影響は、遠くで暮らすお孫さんとのやり取りをしたい

というのが、よくお声として聞くんですけれども、そういうよ

うなことが起きていました。 

 あと、私が感じたのは、電子化という意味では、ちょっと電

子化なのかどうか分かりませんけれども、今、スーパーマーケ

ットへ行くと、今まで現金で払っていたんだけれども、レジ打

ちの人が現金受け取ってくれなくて、こちらへどうぞと、ちょ

っと離れたところへ行かされるんですね。そこで現金でも払え

るんですけれども、現金で払うために、その前に、何で払いま

すかというのをタッチパネルで選択しなければいけないんです

よね、それで現金までたどり着いて初めて現金で払えるという
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のがあって、非常に、これはちょっと無理な人は無理でしょう

と思いましたね。ただ、店員さんが飛んできて何かサポートを

すぐしてくれるので、よかったんですけれども、とにかく生き

づらくなってきていると思います、高齢者世代の皆さんには。

そういうようなことでつらい思いをしている人にどう精神面で

サポートしていくかということもとても大事だと思うし、でき

る範囲のことをお伝えしていくということも大事だと思うし、

そういうことの必要性をやっぱり日々感じておりました。 

 今日、Ｃ委員が何かご用意をしてくださっているようなの

で、ここでお話をお伺いできればと思います。 

 

Ｃ委員  すみません、ちょっとお時間をいただいて。今日の皆さんの

お話が全部もしかしたら入っているかもしれないとちょっと思

います。今の最後のマイナンバーカードの話もそうなんですけ

れども、実は一番今、我々の業界、多分、医療、介護の業界で

心配しているのは、やはり人口減少に伴う高齢社会で、2025年

問題、2040年問題というのは、我々医療介護者の高齢化によ

る、生産人口減少による支え手の減少というのが一番なんです

よね。 

 極端な話を言えば今、皆さん、コンビニエンスストア、普通

に朝買っても昼買っても夜買っても値段一緒じゃないですか。

本来であれば、コンビニエンスストアの職員の人たちというの

は夜の場合は1.5倍の給料をもらっているわけですから、恐らく

今後、10時以降は、ファミレスと一緒で、コンビニも10％加算

というのが出てくると思います。経済界はやっぱりそうしない

とやっていけないだろうと。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症において露呈した都市型

医療構造、どういうことかというと、かかりつけ医がいない、

だから診てもらえないということが問題になってくると思いま

す。特に、このかかりつけ医というのは、患者さんにとっては

ふだん通う内科とか整形外科の先生がかかりつけ医と思ってい

ますけれども、昔は自宅で開業して、夜間とか休日とか、ちょ

っとそこで会ったときに相談に乗れるのがかかりつけ医でし

た。けれども、現在はビル診であったり、診療所と自宅が違っ

たり、夜間休日は連絡がつかないと。区部では大多数の開業医
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の先生たちが、自分たちがかかりつけ医とは思っていない現

実、レポートもあります。 

 医師が考えているかかりつけ医は、何でも相談できて、いろ

いろな情報で総合的な能力を有する医師、消防が考えているか

かりつけ医というのは、連絡がつくのがかかりつけ医と今、認

識しておりますけれども、実際には東京都医師会としては、か

かりつけ医は今のやっている対面、入院、在宅に続くオンライ

ン診療を含めたものをやってこそ、かかりつけ医としての機能

ができるのではないかと考えております。そうすると24時間対

応、あるいは夜間休日対応もやりやすいんじゃないかと。もち

ろん、それは一人でやっていくわけじゃなくて、ある程度グル

ープをもってということになると思います。 

 何で東京の場合、難しいかというと、地方の場合は大きな病

院があって、下に中核病院があって、開業医の先生がいて、一

方通行なんです。一度紹介をして患者さんが下りてくると、こ

れが戻ることはなかなかないというのが地方の現状。東京の場

合は、開業医さんから中核病院、あるいは大規模病院に紹介さ

れるんですけれども、それがどこに患者さんが行っているか分

からない。 

 これは立川でもそうですね、立川の開業医の先生が、例えば

がんであったら区部のほうの大きな病院で、あるいは、この

間、災害があった立川病院、総合病院なんかに紹介するのかど

うかというのは全く別ですし、例えば、糖尿病はＡ病院、がん

はＢ病院、あるいは高血圧はＣ医院という感じで、皆さんどこ

がかかりつけ医か分からないのが今、東京の現状であります。 

 何でかというと、東京はやはり職住環境、郊外に居住して都

心部に通勤通学していることによって、都心部の診療所にかか

っていることが多い。でも、その人たちがリタイアしたとき

に、地元に戻ってかかりつけ医、誰でしょうということが今回

のコロナ禍での問題にもなってきています。 

 となると、今後医療介護需要が高まって、生産年齢人口が急

激な減少する中、すみません、ゲンショウが間違っていまし

た、減少する中、地域医療の効率化とかかりつけ医機能をしっ

かり持たないと、我々は難民になってしまうことを知っておい

てほしい。先ほど言ったように、コンビニエンスストアが今便
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利だからみんな使っていますけれども、それによって地域の商

店が衰退していった現状は今、皆さん目の当たりにしていると

思います。 

 特に、職域のかかりつけ医、都心部ではそうなんですけれど

も、やはり自治体が財政支援をして人材育成をして派遣をし

て、こういうような会議体などで運営することによって、地域

のかかりつけ医あるいは入院施設と連携することによって、地

域で面で支えていく、時代を越えて支えていけるんじゃないか

と考えております。 

 さらに、先ほどお話しされたＡＣＰ、何で今必要か。やはり

医療の発展によって、今までは亡くなっていた命が、技術進歩

による死の回避、あるいはその医療でもたらされた悲劇、どう

いうことかというと、コスト面であったり人的、時間もあっ

て、実は望まない治療、救命治療なのか延命治療なのか、いわ

ゆるチューブにつながれるものか、あるいはその人は最期のと

きが近づいたときに、医者が言うことじゃないというんです

が、実際本当、そうです、治る見込みのない長引く延命治療を

ずっと続けていって、その人が本当に望んでいたのか。そこに

はもう本人は治療を受けているので、不在です。家族が決めら

れるか。選んでも後悔、しかも自分自身のことではなくて、自

分の親であったりパートナーであったり、家族の中でも見解が

分かれるためにＡＣＰが必要、先ほどもありましたけれども。 

 いつやるかというと、早過ぎると実感がない、遅過ぎると後

悔する。常に身近な資料、身近な相談相手、ここにいるケアマ

ネジャーとか地域包括の方が、何かあったら相談してねという

のはここだと僕は思うんですね。ここで皆さんが支えてくれれ

ば、もっともっと相談しやすい、家族も本人も、その周囲の人

もだと思います。 

 いわゆる医療職だけでない多職種と、さらには継続した切れ

目のない治療行為中に関わる全ての人が人生の転機、入院であ

ったり、施設入所であったり、お正月に集まったとき、あるい

は誰かの葬式のときに、俺はこういうふうに生きていきたいん

だよな、あるいは最期はやっぱりうちにいたいな、女房に迷惑

かけたくないから施設に入りたいなということを、ある程度の

話ができてくる文化が必要なんじゃないかなと思います。 
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 死亡場所も現在大体、皆さん知っていると思いますが、ほと

んどやっぱりまだ病院なんですね。死亡場所の構成比を全国で

比べて、立川の場合はやはり病院、自宅が全国に比べて同じく

らいかな、東京はちょっと自宅が多いんですけれども、立川市

もそうなんですが、実は東京都も立川市も自宅死亡が多いだけ

であって、在宅みとりではないんです。立川市の自宅死亡の現

状を見ると、自宅死亡のうち半分が、2020年なら400例の自宅死

亡のうち半分が、実は検案になっているという現実がありま

す。 

 先ほど会長が言ったように、独居の例が63例もまだある、と

いうことは、孤独死も含めてなんですね、こういう人たちをど

うやって支えていくか。東京都、多摩、立川の単独世帯数、大

体４万世帯のうちの３分の１が単独世帯です。この独居の人た

ちをどうやって皆さんで支えていくかが問題になってくると思

います。ひとり暮らしの死亡場所の確認は、やはり自宅という

ことは、孤独死が多いということですよね。 

 これは当院のみとりなんですが、がんの場合はほとんどは３

か月以内になってしまいます。もう少し病院から早く来ていれ

ばと思うんですけれども、日帰りの患者さんであっても同じよ

うな感じ、もう少し、いわゆる病院との連携を含めて、在宅で

の療養機関が長ければ、違うんじゃないかなと思いますけれど

も、実際に在宅みとりにかかる負担というのは、医療費は病院

より低いんですけれども、家族の無償ケアが支え。でも、この

家族がいない人たちをどうするかがやはり問題になってくると

思います。 

 先ほど言った、ここで出てくるマイナンバーカード、実はこ

のマイナンバーカードを国が保険証とひもづけしてきたのは、

皆さん、今、病院行ったときに情報提供書をもらうと思うんで

すけれども、それが要らなくなる、あるいはお薬手帳の代わり

になるということで、あるいは災害時にそれを持っていること

によって、どこか避難所に行ったときにその人の情報が分かる

ということで、ケアができるということを国は考えています

が、それ以上に実は死亡消費税、亡くなったときのお金を取り

っぱぐれないようにということでマイナンバーを作ろうとはし

ていますけれども。 
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 もう一つは蘇生、先ほど言った救命救急の治療ですよね、自

宅で最期を迎えたいと思っても、救急隊が戸惑ってしまう。救

急隊は救命するのが仕事ですから。それに対して東京都は令和

元年12月16日から、心肺蘇生を望まない人に関しては搬送しな

いということを徹底しました。それで何が起こったか。１年間

で１万2,300人の心肺停止患者さんがいました。それに対して、

望まない意思を表明してかかりつけ医に連絡していた約100人に

関しては、そこで中止して、かかりつけ医が最後の死亡確認を

しに行きました。 

 となると、不搬送があったから、家族とかその周囲の人から

文句出るんじゃないかといって東京消防庁は有識者会議を１年

間開いて、検討会を開きました。そこでの検討事例、ゼロでし

た。どういうことかというと、かかりつけ医とある程度連絡が

つく、さらにはかかりつけ医の指示がしっかりある、いわゆる

ＡＣＰをきちんとしていれば、家族もその周囲も本人もしてい

れば、かかりつけ医も含めて、あるいはその周りの人と含め

て、しておけば、不必要な搬送をしないで済むという現状が実

際に分かりました。 

 今後はやはり治し、支える医療を強化する中で、地域医療コ

ースはバージョンアップして、より多くの、これは医療だけじ

ゃなくて介護、もちろん地域包括ケアセンターとか福祉センタ

ー、社協、全部含めた、そういうところが地域を面で支えてい

って初めて支えていける、地域完結型ができると思いますし、

そのためには、入退院を繰り返す高齢者を支えるためには、か

かりつけ医、我々もそうなんですけれども、医療介護の水平的

連携というのが必要になると思います。 

 先ほど言ったように、医者というのは医療を知っていても、

先ほど言った介護保険のことね、残念だけれども、あまり知ら

ないんだ、主治医意見書も含めて、訪問看護指示書も含めて。

だから皆さんが、真正面から教えてあげますと言ったら怒る人

ばかりだから、そうじゃなくて、少し提示して、こういうふう

にしたほうが、もっと先生、楽ですよという感じで、大体医者

は乗せとけばうまく使えるじゃない、みんな分かっているでし

ょう、そういうふうにやっていけばいいと思います。 

 在宅医療だけじゃないですけれども、最終的には現場でその
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患者さんとかその家族をオンタイムで理解している人が指令塔

になってサポートしていけば、十分対応できると思いますし、

地域包括ケアシステムというのを図に表すと、やはりここでで

きないことはしようがないんです、コロナのときもそうだった

んですが。できることを考えて、全世代型でみとりの文化を作

って、人は育てながら、意味のあるオンタイムの適切な対象

者、やる気のない人に今さら引き上げようと思っても、申し訳

ないけれども、時間がないんですよ、僕たち。やる気のある人

たち、頑張って、そこに巻き込む感じで人材育成を周囲を巻き

込んでやっていくしかないと思います。 

 僕のほうは以上です。今日はちょっと、皆さんの意見を聞い

て、ちょうどうまくまとまったかなと思いました。ありがとう

ございます。 

 

会長  ありがとうございました。大変重要なお話をいただいて、こ

れをまた踏まえて、いろいろなことが検討できればなと思いま

した。ありがとうございました。 

 大体一巡しましたが、ちょっと言い漏れたとか、付け足して

言いたいとか、何かありますか。よろしいですか。 

 さっきのＡ委員のＩＤ、パスワードの話は、あれはエンディ

ングノートに書くわけにいかないですもんね。ああいうのって

実際どうしたらいいんでしょうね。そんなようなこともちょっ

と考える必要があるんだなというのを思いました。 

 どうぞ。 

 

Ｆ委員  最後にちょっと、Ｃ委員にちょっと聞きたいんですけれど

も、うちも患者さんいるんですけれども、おばあちゃんです

ね、僕のうちの問題じゃなくて、いろいろな病院に我々、行き

ますよね、市民の方は。そうすると、何かあったときに重症に

なったときに救急車、どこ行くか分からないと、すごく不安な

んですよ。だから、その前に主治医の先生が、こういう病気で

重たくなったらこういう病院に搬送する可能性があるよと前も

って言ってくれれば、すごく安心なんですよね。どこに行って

しまうか分からない、はっきり言って、自分が倒れたときに八

王子に行きますか、立川に行きますかと、どこの病院だか自
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分、分からないのに、家族に聞いているわけですよ。そうした

ら、家族が近いほうがいいからといって山陽病院に行ってしま

うんですけれども、そういう、病気によってここの病院です

よ、この病院に行ってこっちですよということが多々あるじゃ

ないですか。それは、お医者さんたちの連携があるんでしょう

けれども、ここの病院はこっちの系列だとか、要するに、極端

に言えば日大系だとか慶應系だとか、いろいろそういうのある

じゃないですか。こういう患者さんの主治医が慶應系だったら

慶應の病院に回してしまうのかなとか、そういうのはないんで

すか。 

 

Ｃ委員  基本的には、今の時代はですね、例えば自分の専門外の患者

さんを大きな病院に紹介するときに、自分の系列大学病院と

か、そういうところに紹介することはありますけれども、救急

のときはある程度、地域でそのときにそのキャパを持っている

病院に搬送されますので、その選択というのは非常に救急隊も

ご家族も、しにくいのが今の東京の現状です。特にコロナのと

きに、この立川だって６時間、ずっと行くところがなくて、僕

も救急隊に呼ばれて、そこに酸素を担いで持っていったことも

ありますので、実際そこの部分というのは非常に難しい。どこ

どこがかかりつけ医だから、どこの病院がかかりつけ医だか

ら、そこに運んでくれと言っても、そこの病院の救急外来がス

トップしていたら、マンパワーでね、難しいんですよ。実際、

かかりつけ医の主治医の先生は夜、病院にいるわけないじゃな

いですか、そこですよ。実際、急に起こるようなことが起こる

病気をもしその主治医が予想しているのであれば、やっぱりそ

のときの転ばぬ先の杖で、もしこういうことがあったらこうし

てくださいねとか、ここの病院に連絡をしてくださいというこ

とは言ってくれるはずだと思います。 

 それがないようであれば、ぜひ患者さんのほうから、私がも

しこうなったらどうすればいいですかと僕は今、聞くべきだと

思うし、そうやって自己防衛をしていかないと、コロナのとき

も結局、自分が主治医だと思った先生が、熱あるんだったら診

ないよという先生が多かったというのを聞いていますから、そ

ういうことを考えたときに、そこの関係性を持ってしっかり患
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者さん側が聞いておくべきだと僕は今、思います。 

 

Ｆ委員  ありがとうございます。僕らの仲間は、お医者さんには聞い

てはいけないんだというね、そういうものがあるんですよ。先

生にお任せするんだという、特に高齢者、70、80、90の人は。

そうすると、もう先生に頼る切りないという気持ちが強いんで

すよね。そこのところがもうちょっとそういう、先生たちが下

りてきてもらって、患者さんのほうに、こういうときはこうい

うことをしたほうがいいんだよと教えてくれればね、患者さん

も、安心だ、この先生、いい先生だなとなるんですけれども、

最終的にどこに行ってしまうか分からないというのも、家族も

不安だし本人も不安だと思うので、そこのところだけちょっと

いろいろ、医師会のほうでお願いしたいなと思います。 

 

Ｃ委員  Ｆ委員、僕、はっきりよく言うのが、医者の悪魔のささやき

というのがありまして、何かあったら救急車で来なさいと言う

先生は信用してはいけない、だって、その先生いないんだも

ん、でしょう。それを信用するからいけないんです、患者さん

が。70代、80代、90代の人、そういうふうに言えない先生であ

れば、僕は代わりのもっと若い、いい先生、生きのいい若い先

生が立川にはいっぱいいますから、替えるべきだと思います。

こんなこと言ったら、また医師会の重鎮に怒られるかもしれな

いけれども、僕はそう思います。 

 

Ｆ委員  ありがとうございました。仲間によく言っておきます。 

 

会長  ありがとうございます。 

 ちょっと時間が超過していますけれども、予定のお約束いた

だいている時間を超えております。申し訳ありません、もう少

し続けさせてください。 

 それでは、今出ました電子化に関するいろいろな提言、幅広

過ぎましたので、ちょっとこれを整理していただいて、事務局

のほうで、次回どんな検討ができるのか、ここでやるのかほか

でやるのか含めてですね、整理をお願いできればと思います。

よろしくお願いいたします。 
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 では、次に進みます。４の（６）、職員配置についてでござ

います。ご説明からお願いいたします。 

 

事務局  資料８をご用意ください。こちらは令和５年２月の時点の地

域包括支援センターのスタッフの状況でございます。変更点に

つきましては、さいわい地域包括支援センターの主任ケアマネ

ジャーが法人内で異動いたしました。裏面にいきまして、かみ

すな地域包括支援センターのケアプランナーがお一人退職をさ

れました。また、ここで令和５年４月にかけまして法人の異動

等もありましたので、また５月の第１回の運営協議会で詳細を

ご報告したいと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

会長  ありがとうございます。何かご質問ございますでしょうか。 

 Ｅ委員、お願いします。 

 

Ｅ委員  すみません、先ほどのマイナンバーカードの取得のところな

んですが、認知症の場合にどうやって申請をするのか、ちょっ

と気になっておりますので、よろしくお願いします。 

 

会長  気になるから、今聞きたいですよね。 

 

Ｅ委員  大丈夫です、次で。 

 

会長  そういう方の対応をね、しっかりとして、誰がどういう形

で、認知症でも大丈夫だから作りましょう、作っておいたほう

がお得ですよという案内をどういうふうにするのかというのが

ね、確かにあまり聞いたことないですよね。現実は、家族がや

るのがほとんどなんでしょうが、家族がない方とかどうするん

だとか、いろいろあろうかと思いますので、そこも整理に入れ

ていただければと思います。ありがとうございます。 

 ほかに、職員配置については大丈夫ですかね。 

 全体を通して何か、言い漏れた。Ｆ委員、どうぞ。 
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Ｆ委員  今日、来る前に自転車のヘルメットのパンフレットをもらっ

たりしたんですけれども、高齢者はやっぱりかぶっていない

方、いっぱい出てくると思うので、やっぱり立川市のほうも広

報なりいろいろな形で、医師会のほうも、ヘルメットちゃんと

かぶったほうがいいよというアドバイスをしっかりしていかな

いと、せっかくこういうことやっても意味なくなるので、ぜひ

お願いしたいなと思っています。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。どうしても交通事故が高齢者が多

い、そして自転車が多い。高齢者の自転車は当然、一番ね、多

くなると思いますので、ありがとうございます。その辺も何か

課題として問題提起していただければと思います。 

 そのほか、もう５番のその他というところに移ってまいりま

すが、何がその他でございますでしょうか。 

 事務局、どうぞ。 

 

事務局  お時間ない中、すみません。令和５年度地域包括支援センタ

ー運営協議会の開催日程をお知らせしているかと思いますが、

９月26日に予定しております協議会日程が議会日程と重なって

しまいまして、もしできましたら９月19日火曜日、１週前倒し

にしまして予定をしたいと考えております。ただ、このときは

市役所の会場が取れませんで、富士見町２丁目の総合福祉セン

ターでの開催になります。もし委員の皆様、日程と会場等、そ

れでご了承いただけるのであれば、日程変更したいと考えてお

りますが、いかがでしょうか。 

 

会長  いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、変更ということでお願いいたします。ありがとうござ

います。 

 そのほか、何かございますか。 

 なければ会議を閉じますが、よろしいでしょうか。 

 年度替わりということで、この会議、長らく出席してくださ

った方で、次回はもう担当じゃないという方がいらっしゃるよ

うでございまして、福祉総務課長が今度、障害福祉課長になら
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れるとお聞きしております。何か一言ご挨拶賜れればと思いま

す。お願いします。 

 

福祉総務課長  福祉総務課長でございます。この会議では介護保険課長とし

て４年間、福祉総務課長として２年間、参加させていただきま

した。皆様からいろいろな貴重なご意見、ご協力などをいただ

きまして、私どもも仕事が非常にやりやすかったような記憶が

ございます。このたび障害福祉課長のほうに、また福祉のほう

でございますけれども、いろいろとまた関係があると思います

ので、その節はどうぞよろしくお願いいたします。どうも６年

間ありがとうございました。 

 

会長  ありがとうございました。 

 それでは、閉会の言葉をＢ委員、お願いいたします。 

 

Ｂ委員  それでは、今年度最後の運営協議会を終わります。どうもお

疲れさまでした。 

 

 


